
令和７年度　日本一の健康長寿県構想幡多地域推進協議会　議事概要 
 
日　時：令和８年２月２日（月）18:00～19:40 
場　所：幡多総合庁舎　３階大会議室　 
出席者：委員 25 名中、22 名出席 

事務局 12 名 
 
１　開会挨拶　幡多福祉保健所長　 
２　委員紹介 
３　協議・報告事項 
　（報告）運営要領の一部改正及び傍聴要領の廃止について 
　（協議）令和７年度及び令和８年度　幡多福祉保健所重点項目の取組について 

　　　　事務局より説明 
質疑、意見等（以下、要約） 

 
（１）血管病重症化予防対策の推進（糖尿病性腎症対策） 

委員から、職場における労働者の健康確保対策について、県内の監督実施事業所における健康診断

未実施違反の約４分の１が幡多地域であることや労働者数に関わらないストレスチェック（心の健康

診断）の義務化、熱中症対策の法制化について報告があった。 
他の委員からは、糖尿病性腎症重症化予防プログラムは令和２年度からモデル事業が開始され、一

定期間が経過しているが、参加者が入れ替わりもあり数十人と少ない中で効果判定が難しいという意

見があった。 
 
（２）高知版地域包括ケアシステムの構築（在宅療養を支える医療福祉介護連携の広域的な体制強化） 

委員から、県内の介護支援専門員を対象に実施したシャドーワークに関するアンケート結果につい

て、主に医療との連携（緊急搬送や病院付き添い、移動）についてシャドーワークが発生していること、

またシャドーワークを生きがいと感じている方もいるが、多くの方は負担を感じ離職につながってい

ると報告があった。また、解決に向けて令和８年度は調査研究結果の周知と医療機関との連携強化、役

割の明確化のために多職種連携協議体の早期設立を目指している等の報告があった。 
他の委員からは、A 市での取り組み状況について、「おひとり様支援部会」を設置しガイドラインの

作成や関係機関を集めたケース検討、事前指示書を盛り込んだ人生会議のパンフレットを作成し全戸

配布するなど力を入れて取り組んでいるとの報告があった。また、シャドーワークについては、居宅介

護支援事業所の減少も懸念しており、行政も主体的に動く必要があると発言があった。 
また他の委員からは、多職種事例検討会を 10 年以上開催しているが、看護師以外の参加が少ない。

一方で、在宅医療介護連携推進研修会では、介護職員が多く看護師が少ないといった現状の報告があ

った。このため研修開催の周知について、「はたまるねっと・高知@ライン（以下、はたまる）」を活用

できないかと意見があったが、他の委員からはたまるに入っていない所もあるが、幡多医師会に相談

していただければ協力できると発言があった。 
 



（３）こどもまんなか社会の実現（子育てしやすい地域づくり） 
　委員から、B 市の産後ケア（宿泊型）事業の実施状況について、３件利用があり、市は日程調整や利

用者の情報提供など施設との調整を実施したと報告があった。また来院時は涙を流される状況だった

方が「ゆっくり休め笑顔で帰宅した」等の感想をいただいたと報告があった。利用が伸びないという課

題については、現在、7 ヶ月・10 ヶ月健診にてアンケート調査を実施し、課題把握と対策検討を進め

る予定と発言があった。 
　他の委員からは、C 町のこども家庭センター設置準備状況について、小規模市町村のため、母子保健

担当と児童福祉担当が日常的に顔の見える連携ができており、現状の業務と大きな違いがないという

発言があった。ただ、人員不足や予算制約もある中で、ケアプランの作成などセンター設置後の業務量

や具体的な影響については、県と連携し調査中で現在は明確になっていないと報告があった。D 町に

おいては、機構改革により子育て関連業務をこども家庭センターに関する部署に一元化する予定であ

ると発言があった。同じく小規模であるため、体制の大幅な変化はないものの、設置に向けて保健師な

どと一体となって準備を進めていると報告があった。 
また他の委員からは、医療的ケア児の支援学級による在宅支援状況の共有が行われ、支援により子

どもたちの表情や発語に改善の兆しが見られたため、今後保育園での受け入れについても、市と一緒

に支援に入り、医療的ケア児の社会的な交流や触れ合いの場を広げることを期待すると発言があった。 
 
（４）高知型地域共生社会の推進（あったかふれあいセンターの機能強化） 

委員から、E 市のあったかふれあいセンターの現状について、地域の民生委員、社会福祉協議会、行

政関係者も含む会議の場を設け、役割の明確化と連携強化を図っていることや様々な職員研修を経て

取り組みが進展しており、地域の高齢者や若者が交流し、身近な相談機関として機能していると報告

があった。 
 
その他 
内容が多岐に渡り時間内に議論を終えることが困難であるため、以前のように支部を設けて、意見を

集約したものを報告する会議にしてはどうかと意見があった。事務局からは、貴重な意見として参考

にし、所内で協議すると回答があった。 
 
 
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以上）


